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新型コロナウィルス感染症（COVID-19）拡大防止に係る 

学内施設使用および学友会サークル等の活動について（通知） 

 

COVID-19 感染防止を念頭に置いた学内施設の使用およびサークル活動の指針について

下記のとおりお知らせします。 

なお、これらは学生寮生活サポートセンターによる「学生寮内外における新生活の指針」

に準拠して作成されています。自治会サークルの皆さん、さらには教職員の皆さまにおかれ

ましても本指針に対するご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

A．学内施設の使用について 

① 以下に該当する者に、使用を認めます。 

ア） 咽頭痛・倦怠感・咳・痰・発熱・下痢・悪心・頭痛・嗅覚異常・味覚異常が無い者。 

イ） 学生については学生寮内外における新生活の指針を遵守している者。 

② 家族については、上記に加え、学生本人あるいは教職員本人が同伴のうえで使用するこ

とを認めます。 

③ 「密」を避けること。とくに、接触感染や飛沫感染のリスクがある活動は避けてくださ

い。 

④ 屋内では常時マスクを着用してください。 

⑤ 屋外では相手との十分な間隔があればマスクの着用は任意としますが、必ず携行し、至近

距離でのマスクなしでの対面の会話は控えてください。 

⑥ ATLAS ARENA 使用の際の注意 

ア） 入・退場時、カードセンサーでチェックするとともに、手指の消毒あるいは石鹸で

の手洗いを実施してください。 

イ） 水分補給時を除き、常時マスクを着用してください。 

ウ） 活動後の更衣室の使用は、シャワー室も含め 6 名以内とし、「密」を避けるととも

に、できるだけ短時間で済ませてください。 

エ） メインアリーナでは大型扇風機を使用し、風が通るように配慮してください。活動

後の電源 OFF や窓の閉め忘れに注意してください。 

オ） 武道場を使用するときは出入口と非常口を開放し、大型扇風機を使用して換気を

よくしてください。 



⑦ サークルハウス使用の際の注意 

ア） 入・退場時、カードセンサーでチェックするとともに、手指の消毒あるいは石鹸で

の手洗いを実施してください。 

イ） 管楽器の演奏時を除き、常時マスクを着用してください。 

ウ） 複数人での活動は、同じ方向を向いて行ってください。 

エ） フルート吹奏や発声・合唱等は、なるべく屋外で行ってください。 

オ） 活動中は換気をよくしてしてください。 

カ） 楽器（ピアノ等）を共用する場合は、手指の触れる部分の消毒を徹底して行ってく

ださい。 

⑧ いずれも管理者が常駐していない施設ですので、各自ルールとマナーを守って活動して

ください。教員が不定期に見まわり不正を見つけたときや、目に余る不正な活動の情報

が寄せられたときは、施設使用を禁止することがあります。 

 

B．学友会サークルの活動について 

① 参加対象者は、学内者（医学部学生・看護学部学生・学生と一緒に参加する教職員）と

します。学外者の参加は認めませんが、例外として、部員名簿に登録のある指導者につ

いては、A－①－アに該当し、十分な感染対策を講じていることを条件に参加を認めま

す。 

② 各サークルで作成した「活動計画書」の内容を遵守してください。 

③ 「密」の回避に注意を払ってください。とくに、接触感染や飛沫感染のリスクがある活動

はできる限り避けてください。 

④ 学外施設での活動は認めません。ただしボート部・ゴルフ部・水泳部については別途指

示しますのでそれに従ってください【※１】。 

⑤ ジョギングやサイクリングで大学構内から出ることは妨げませんが、良識あるふるまい

を心掛けてください。 

⑥ 学外の人とのイベントの実施および参加は認めません。なお、オンラインによるイベン

トはこの限りではありませんが「イベント実施計画書」を学生課に提出のうえサークル

指導部の許可を受けてください。 

⑦ 感染対策をとったうえでの、学内施設で実施する部員による部内発表会・部内試合等を

認めます。 

⑧ 部員同士の食事には学生食堂を利用するものとし、会話はしないこと。また、テイクアウ

トの弁当等は、学生寮の自室か自宅で食べてください。 

⑨ 学生主体の活動です。各自ルールとマナーを守り、これまで以上に「かからない」行動、

「うつさない」行動を徹底したうえで活動に参加してください。教員が不定期に見まわ

り不正を見つけたときや、目に余る不正な活動の情報が寄せられたときは、すべてのサ

ークル活動を禁止することがあります。 

 



【※１】 

（１）大学が、学内施設に準ずるとみなした施設での活動を認めます。 

（２）移動途中で寄り道しないことに加え、学外の人とのコンタクトを極力避けてください。 


